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白河市複合施設整備基本計画（案）の概要 

１ 背景と目的 

地方では、人口減少・少子高齢化等、顕在化した諸課題に的確に対応し、魅力ある住みやすいまちづくりの実現のた

めには、まちづくりの主役である市民一人ひとりが「健康」で、様々な活動を展開し、まちの活力を高めていくことが

求められています。市民会館跡地利活用の検討に当たっては、広く「健康」をテーマとするとの方向性を定め、令和元

年 8月に「市民会館跡地利活用基本方針」が策定されました。本計画は、市民会館跡地に整備する複合施設の基本理念

や備えるべき機能などの整備方針、施設計画の基本的な事項などを明らかにすることを目的としております。 
 

２ 本施設が解決すべき課題 

(1)健康づくりの推進 

健康で生きがいを持ち自立した生活を送るため、あらゆる世代の健康づくりについての啓発や実践の支援を行う拠
点や、健康に無関心な方でも自ら健康的な行動ができるような環境を整えていくことも必要です。 

(2)子育て支援の充実 

核家族化の進行や地域のつながりの希薄化を踏まえ、気軽に集え相談できる環境の充実や、地域社会全体で子育て

をサポートする環境整備が必要です。 

(3)防災対策の強化 

各種災害対策の強化や新たな課題への早急な対応が求められており、災害に強く、被災の影響を最小限に抑えるこ
とができるような防災拠点の整備や避難・応急対策活動を支えるためのネットワークの整備が必要です。 

(4)生きがいづくり・社会参加の促進 

豊かで充実した人生を送るためには、生きがいを持って生涯にわたって学習に取り込むことが不可欠であり、高齢
者が、地域社会の担い手として活躍することは、地域社会が抱える課題の解決や活力ある社会の形成にも繋がります。 

(5)市民ニーズに対応した市民サービスの提供 

公共サービスだけではないサービスや付加機能を導入した利便性の高い施設が求められており、利用者を増やし市
民サービスを持続させていくため、民間事業者と連携する等、新たな取組への検討が必要です。 

(6)変化に対応できる行政経営の展開 

本市の公共施設全体を俯瞰したうえで、市民ニーズや施設の老朽化、財政措置の状況などを踏まえ、再編や更新な
どをより効率的に進めていくことが必要です。 

 

３ 整備方針 

方針１（機能・規模） 

（1）「健康増進」、「子育て支援」、「防災対策」、「生きがいづくり」に資する機能を配置します。 

（2）市の規模に合致する必要最小限の機能規模とします。 

（3）持続可能なまちづくりに欠かせない若い世代のニーズを反映した機能とします。 

（4）上述する機能を支援する民間運営による機能を誘致します。 

方針２（配置計画） 

（1）「利用者」や「運営者」の視点から、景観の向上、利用者サービスの向上、執務利便性・効率性の向上に資する

配置とします。 

（2）イベント催事など、非日常の利用実態にも配慮した配置とします。 

（3）行政機能と民間機能の連携に配慮した配置とします。 

方針３（周辺施設との複合的利用） 

（1）整備コンセプトに合致する機能は、周辺施設と使われ方が重複しないよう機能配置します。 

（2）老朽化した他公共施設は、管理する延べ床面積を抑えられるよう機能を複合施設へ集約します。 

（3）時代に合わせ機能配置、規模を変更可能な建物仕様の空間を設けます。 

方針４（本庁舎と計画地の一体的な利用） 

（1）市民にとって行政サービスを受けやすい一体的かつ連携したハード整備、機能配置とします。 

（2）職員にとっても使いやすく、連携・調整を図りやすい機能配置とします。 

（3）市民利用、職員利用の動線を踏まえた、使いやすい駐車場、駐輪場の整備を行います。 

４ 導入機能の整理 

本施設は、施設コンセプトの「■■■■■■ 〇〇〇」を実現するため、健康増進機能として「保健センター」を、

子育て支援機能として「子育て支援センター」及び「ファミリーサポートセンター」を、防災対策機能として「防災

センター」を、生きがいづくり機能として「生涯学習センター」を導入します。 

また、複合施設としての相乗効果により市民サービスの質を向上させ、様々な市民ニーズに応えるため、「消費生活

センター」及び「少年センター」の市民支援機能を導入します。さらに、市民ニーズの高い民間機能や、フリースペ

ースとして交流ラウンジ・ロビーの交流機能を導入することで、施設コンセプトの実現を目指します。 
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機能 内容 

健康増進機能 【保健センター】 

市民の健康を支える拠点となる施設であり、すべてのライフステージに合わせた健康支援を

実施。非常時には、簡易的な医務スペースや市民の健康相談窓口として機能することも想定。 

子育て支援 

機能 

【子育て支援センター】 

「子育て世代包括支援センター」に、新たに「子ども家庭総合支援拠点」機能を加え、ワン

ストップの子育て支援の拠点として、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を提供。 

【ファミリーサポートセンター】 

子育てを手伝って欲しい人と子育てを手伝ってあげたい人が会員になり、子育てを支え合う

事業を展開。 

防災対策機能 【防災センター】 

災害時の緊急対策を決定する災害対策の拠点として、災害の情報を総合的に把握する機能を

整備。使われ方によって諸室の大きさを変更出来るよう、フレキシブル性を持たせる。 

生きがいづく

り機能 

【生涯学習センター】 

幅広い世代の市民にとって、気軽に立ち寄り、新たな知的好奇心の創造や市民同士のつなが

りあいを生み出し、市民活動がより活性化するための、魅力的な空間を整備。 

市民支援機能 【消費生活センター】 

消費生活に係る相談や知識の普及、情報提供等を行う施設。 

【少年センター】 

青少年の非行防止とその健全な育成を目指し、補導活動や環境浄化活動を行う施設。 

交流機能 【交流ラウンジ・ロビー】 

中心的な各施設機能がゆるやかにつながり、自然と賑わいや交流が生まれるような場所。 

民間機能 行政機能との相乗効果が期待できるサービス・施設の導入を目指す。 

５ 機能連携 

本施設は幅広い年代が利用する施設であるため、誰もが利用しやすく、幅広い利活用に対応出来るような機能連携に

意識した配置とします。中心的な施設機能となる、健康増進機能、子育て支援機能、防災対策機能、生きがいづくり機

能がゆるやかにつながり、自然と賑わいや交流が生まれるような配置とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 施設計画 

 本庁舎も含めた整備エリア全体の考え方は次のとおりとします。 

 

地域の核となる本庁舎との一体的な整備 

複合施設の計画は、本庁舎と一体的に「地域の核となる施設」として整備を行います。本庁舎一階の住民サービ 

スとの一体的な利用促進のため両施設を連絡通路で結びます。そのため本庁舎敷地と本計画敷地の間にある市道を廃

止し、一体的な敷地とすることで土地を有効に利用する計画とします。 

景観に配慮した建築計画 

景観軸を構成する要素として小峰通との関係性に配慮した建築計画とします。また低層住宅地の日照時間への影響

を最小限とするボリューム配置とします。 

公共交通との一体的な整備 

敷地内まで循環バスが寄り付く計画とすることにより、利便性を向上させます。 

十分な駐車場の確保 

本庁舎駐車場のスペースを有効に活用し、敷地全体で十分な駐車台数を確保できるように計画します。 
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図 機能連携概念図 

図 機能連携平面イメージ 

図 機能配置立面イメージ 


